
多治見市公告第　　 9 号

令和 ７ 年 6 月 18 日

多治見市長　　　髙　木　貴　行

多デ推備第２号

基幹系接続パソコン等購入事業

多治見市役所駅北庁舎５階（多治見市音羽町１丁目233番地）

契約日 ～ 令和７年11月28日

7 月 8 日（ 火 ）午後４時

(1)提出期限 6 月 30 日（ 月 ）午後４時必着

多治見市役所 デジタル推進課

(2)　提出方法　申請書に必要事項を記載して、記名・押印したものをＦＡＸにて下記へ送
信すること。なお、専用ＦＡＸではないため、送信後、必ず電話で申請書の受信の確認を
行うこと。申請書の直接持参又は郵便による提出は認めない。
　ＦＡＸ　０５７２－２５－１２８９
　確認先　多治見市役所企画部財政課契約・収納指導グループ
　　　　　　　０５７２－２２－１１１１（内線１４４５、１４４６）

設計書及び
図面等に関
する質疑並び
に当該質疑に
対する回答

　仕様書等に対する質疑がある場合は、電子メールにて提出すること。ただし、電子メー
ルした旨を必ず連絡すること。

令和７年

(2)提出場所　　

申請書、設計
書 及 び 図 面

等

　入札参加申請、仕様書等関係書類は、「多治見市ホームページ 入札執行予定」欄に
公開する。

　多治見市ホームページアドレス　https://www.city.tajimi.lg.jp

事 業 概 要

電子計算機等の調達
１．パーソナルコンピュータ・液晶ディスプレイ　各110台

契約条項を示
す場所

多治見市役所企画部財政課　　　　　

競争入札に
参加する者に
必要な資格

競争入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。

（１）この公告の日（以下「公告日」という。）において多治見市競争入札参加資格者名簿
（以下「名簿」という。）に登録されている者で、かつ、公告日現在、多治見市指名停止措
置要領（平成２年告示第４５号）の規定に基づく指名停止期間中でないこと。なお、公告
日から入札日までに指名停止を受けた場合は、この入札の参加資格を失うものとする。

（２）多治見市競争入札参加資格審査要綱（平成元年告示第91号。以下「審査要綱」とい
う。）第6条第2項の規定により参加資格があると認定され、審査要綱第7条第1項の規定に
より名簿の業種名「サーバー・パソコン」に登録された者であること。

入札参加申
請書の提出

　入札に参加しようとする者は、事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書（様式第
１号。以下「申請書」という。）を提出しなければならない。

(1)参加申請書受付終了日時 令和7年

工 期

　　事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行う。

記

事 業 番 号

事 業 名

事 業 場 所



TEL ０５７２－ 22 -

E-mail  jouhou@city.tajimi.lg.jp

(3)回答日時　　 7 月 2 日（ 水 ）午後４時までに回答する。

7 月 9 日（ 水 ） 9 時 00 分

7 月 15 日（ 火 ） 4 時 00 分

7 月 16 日（ 水 ） 10 時 ００ 分～

多治見市役所 ６階食堂

免除 免除

無 無

要 無

無 無

(2)落札者がない場合は、再度入札を行う。

談合行為に
対する措置

　落札者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４
号）第３条若しくは第８条第１号又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６に違反した
場合は、当該契約した契約金額の１０分の１に相当する額を支払わなければならない。

開札及び再
度開札

(1)開札は、立会人立会の上行う。

入札又は開
札の中止

　天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。この場合に
おける損害は、各入札者の負担とする。

落 札 の 無 効
　落札者が、特別の理由もなく落札決定の日から７日以内に契約を締結しない場合は、
その落札を無効とする。

前 払 金 部 分 払

契 約 書 作 成 議 会 の 議 決

工事費内訳書の提出 低入札価格調査制度対象物件

入 札 保 証 金 契 約 保 証 金

入 札 書 受 付
終 了 日 時

令和7年 午後

提 出 書 類 入札書及び公告により指定する書類

提 出 要 領
一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのうちいずれかの方法により、入札書受付終
了日時までに、財政課へ到着するよう郵送すること。ただし、財政課への持参も拒まない
ものとする。

開 札 日 時 及
び 場 所

令和7年 午前

落 札 者 の 決
定

　予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち　最低の価格をもって入札したも
のを落札候補者とし、入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認
できた場合は落札者として決定するので、落札候補者は、事後審査型制限付き一般競争
入札参加資格確認申請書（様式第２号）と次の提出書類を指示された日から２日以内に
持参すること。
(1)　提出書類
 　①事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書（原本）
 　②納入物件の事前承認通知書（その写し）
(2)　提出場所　　多治見市日ノ出町２－１５
　　　　　　　　　　　多治見市役所企画部財政課契約・収納指導グループ

納入物件の
事前承認およ
び事前承認
通知書

入札に参加しようとする者は、令和７年７月４日（金 ）午後４時までに別添パソコン内訳書
に記載されている仕様と納入物件の仕様が比較できるメーカーのホームページアドレス、
書面、機器資料等を電子メールにてデジタル推進課まで提出すること。事前承認の可否
については、令和７年７月８日（火）午後4時までにデジタル推進課より電子メールで通知
する。
　なお、事前承認を得たものについては、事前承認通知書を電子メールで送付するた
め、下記「落札者の決定」の際に事前承認通知書の写しを持参すること。

　問い合わせ先　　多治見市役所　デジタル推進課　　　TEL　0572-22-1111　　内線
2514

入 札 方 法 郵便入札

入 札 書 受 付
開 始 日 時

令和7年 午前

設計書及び
図面等に関
する質疑並び
に当該質疑に
対する回答

1111 内線 2514

令和7年



その他

(１)この公告に係る契約の締結については、多治見市議会の議決に付すべき契約及び財
産の取得又は処分に関する条例（昭和38年条例第32号）の規定に基づき議会に議決を
要するものであり、議会において可決されるまでの間は、仮契約となるものである。

(２)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てた金額）をもって落札金額とするから、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入

(３)一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(４)入札参加者が一人だけの場合は、入札を中止することがある。

(５)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第　６
７号）、同法施行令（昭和２２年政令第１６号）、多治見市事後審査型制限付き一般競争入
札実施要領（平成１６年告示第７１号）、多治見市電子入札運用基準及び本市の財務に
関する規則等の定めるところによる。


